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対象住宅

①　住宅取得者又はその直系親族が居住する住宅又はマンション

②　多世代世帯として同居・近居を予定している住宅又はマンション

申請できる方（下記の条件のいずれにも該当する方）

申請の手続き等

【補助金請求書提出・補助金交付】

　下記の条件のいずれにも該当する飯能市内

の住宅で、市外から転入したいずれか一つの

世帯が居住する住宅又はマンション

補助金額

①　補助対象住宅取得費の１０％　

②　補助限度額

 　　・ 新築住宅で市内事業者施工の場合　４０万円

　 　・ 　　〃　 　で市外事業者施工の場合　１０万円

 　　・ 建売住宅・中古住宅の場合　１０万円

③　空き家バンク制度を利用して中古住宅を取得した場合、

     一律１０万円を加算

　①　住宅を取得するために工事請負（売買）契約を締結した方

　②　市税（国民健康保険税を含む）に未納がない方

　※原則として、申請年度内に転入予定者が転入し、対象住宅の

　　保存登記を完了させることが条件となります。

【市内事業者とは】

　市内の個人事業主又は市内に本店もしくは営業所等（市内に法人市

民税の事業所開設届を提出しているものに限ります。）を置く法人事

業者をいいます。

最　大　で

　親世代、子や孫世代がともに市外から転入、又はいずれ

かの世代が市外から転入して同居・近居するために住宅を

取得する場合（近居の場合、賃貸住宅は対象外）

１０％ ４０万円

取得費の

【書類審査・交付確定】
・補助金額確定通知書の送付

【問い合わせ先・申請受付窓口】

飯能市建設部建築課　電話 　０４２－973-2170　　

①　新築住宅（建替含む）の場合は転入前かつ着工前に、建売住宅・

　　 中古住宅の場合は転入前に申請書及び添付書類をご提出ください。

②　書類の提出は事業者の方でも可能です。

③　申請後に事業費を増額することはできませんのでご注意ください。

【交付申請】　

＜新築住宅の場合＞

※転入前かつ着工する前に、次に掲げる書類を補助

金交付申請書に添付し、提出してください。

（1）工事請負契約書の写し

（2）納税証明書（世代ごとの世帯主のもの）

（3）同居・近居予定者が直系親族であることを証する

　　 戸籍全部事項証明書

（4）市内に転入を予定している者の住民票の写し

  【近居する場合】

（5）近居の対象となる住宅の所在証明書等

  

＜建売住宅・中古住宅の場合＞
※転入前に、次に掲げる書類を補助金交付申請書に

添付し、提出してください。

（1）売買契約書の写し

（2）納税証明書（世代ごとの世帯主のもの）

（3）同居・近居予定者が直系親族であることを証する

     戸籍全部事項証明書

（4）市内に転入を予定している者の住民票の写し

 【近居する場合】

（5）近居の対象となる住宅の所在証明書等

 【空き家バンク制度利用の場合】　

【実績報告】
※転入後かつ下記提出期限内に、次に掲げる書

類を実績報告書に添付し、提出してください

【提出期限】①又は②のどちらか早い日

　①補助対象住宅の取得後30日以内

　②令和5年3月20日

（1）取得費用の支払が確認できる書類

（2）取得した住宅に係る登記全部事項証明書

（3）住宅全体の写真

　【建築確認申請が必要な住宅の場合】

（4）検査済証の写し

令和
4年度

【書類審査・交付決定】　

・交付決定通知書の送付


